
ゆめおーくでは、女性に対する暴力をなくす運動に向けた 

講座を開催します 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

２０２１ 

（令和３年） 

１１月（№29） 

かしはらナビプラザ４階  男女共同参画広場 

橿原市では第３次橿原市男女共同参画行動計画「自分らしく輝く かしはらプラン」に基づき、 

市民すべての人の人権が尊重され、個性と能力が輝く社会を次世代につないでいくため、 

男女共同参画広場ゆめおーくを中心にさまざまな事業を展開しています。 

 無料相談 

ゆめおーく相談窓口 

ひとりで悩まずご相談ください 

女性が抱えるさまざまな心理的問題や悩みなど 

■第 1土曜日     １０：３０～１３：３０  

■第 2・３・４水曜日  ９：００～１２：００ 

※予約制 50分／1人 

【問い合わせ】男女共同参画広場ゆめおーく 

≪女性による 

女性のための面接相談≫ 

≪女性相談員による電話相談≫ 
生き方、夫婦、家族、DV、対人関係の問題や悩みなど 

■第 1～４水曜日  １３：００～１６：００  

 ※30分程度／１人  第 5水曜日は休み   

【相談専用電話番号】TEL０７４４－２９－５１５３ 

橿原市男女共同参画広場 ゆめおーく 〒634-0804 奈良県橿原市内膳町 1-6-8 かしはらナビプラザ 4階 

Tel ０７４４－４７－３０９０  開館時間 ９：００～１７：３０ 

同意のない 

性関係 
《編集後記》日本では、性のことはまだまだ秘め事として捉えられ他言することは恥と言う文化が残っています。 

一見慎み深い文化に思えますが、その反面同意のない性関係を強要され自分を大切にすることを忘れてしまっ

た人や望まない妊娠に苦しむ女性もいます。また、性犯罪に巻き込まれても加害者を刺激した人が悪い、男性

の相手をしない女性が悪いなど性暴力が容認されてもきました。女らしさ・男らしさの呪縛から解き放たれ性的

同意がごく自然な当たり前の文化になることが、自分らしく生きて行くためには必要不可欠です。（岡本） 

女性に対する暴力をなくす運動期間 
 

１１月１２日～２５日 

これからの家族、夫婦・親子関係をどう育てるか 

～あなたにとってのしあわせって？～（全３回） 

１１月１４日（日） 男女で違うしあわせのカタチ 

～理想のパートナーの条件は？～ 

１１月２３日（火） こどもは親を見て育つ  

～DV をしてしまったら～ 

１１月２８日（日） ふたりで見つける幸せのかたち 

～相手を大切にするってことは～ 

時 間：１０：００～１２：００  

講 師：参画ネットなら 

（デート DV防止・DV予防活動） 

非暴力ルーム NOVO（DV加害者プログラム実施） 

  

 

 

アサーション講座（全２回） 

～自分の気持を上手に伝える方法～ 

１１月１５日（月） 

なぜ言いたいことが言えないのか？ 

１１月２２日（月） 

言いたいことを言えるようになるには？ 

時 間：１０：００～１２：００ 

講 師： 丸本智佳子さん 

ＯＰＥＮ THE DOOR COACHING 代表  

 

 NO！ 



（水着で隠れる部分） 

プライベートゾーンは、性に関連した大切な部分であることを知りましょう！ 

性的同意とは、パートナーの人権を大切にし、自分と相手の気持ちを尊重するパートナーシップです。 

「相手の求めていないことはしない」「性的な行為には同意を取る」という考え方は、自分と相手を大切にした生き方を目指していくことに 

繋がっていきます。 

女らしさや男らしさという考え方は、男性は支配的・女性は従属的という上下関係を作りやすくなります。上の人が、下の人の意見を尊重することがない関係は、

性的な行為においても同意のない性暴力につながります。 

性別や大人・子どもに関係なく ＊自分が嫌なときは NO！と言える ＊相手の N0！を受け入れるという対等な関係を作っていくことが性暴力の防止になります。 

 

自分と相手のプライベートゾーン（水着で隠れる部分と口）大切にすることは、 

人権を尊重することにつながり自己肯定観を養うためにもとても大切です。 

＊「文部科学省は、２０２１年 4月から「生命（いのち）の安全教育」を推進し、意識改革を始めています＊ 

（文部科学省 性犯罪・性暴力対策の強化について 生命（いのち）の安産教育教材及び指導の手引きより抜粋） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

女らしさ・男らしさが性的同意に与える影響 

NO MEANS NO 嫌なものは嫌！！！ 

女・男 「らしさ」のイメージって必要？ 

 

女らしさ・・・優しい、気が付く、献身的、愛嬌がある、受け身、感情的 

男らしさ・・・強い、積極的、判断力がある、理論的、頼りがいがある 

「 らしさ 」の押 し付 けは、男 女 の役 割 分 担 意 識 を無 意 識 に継 続 してしま 

います。生まれた時から（*LGBTQ の知識なく）「女の子」「男の子」の役割に適応 

できるように育てることを社会や周囲の大人たちから引き継いでいないでしょうか。 

女性は、「らしさ」に適応した結果、社会での活躍や経済的自立を目指すことが困難に 

なり、「家庭」で自分の感情や欲求は後回しにして、夫や子どもの精神面のケアを 

優 先 的 に担 う役 割 を負 うことになりました。 

男性は、「男なんだから泣くな。我慢しろ！」「弱音を吐くな」「男は一家の大黒柱なんだ 

から、仕事をして家庭を守る義務がある」と学び経済的な責任を負うことで、自分の身 

の回りの世話と心のケアを妻に引き受けさせることが当然という意識になっています。 

同じように同意のない性的な行為が、正当化されることに繋がっていったのではないで 

しょうか。 

家庭内で男性が上、女性が下と言う関係を見て育った子どもは、自分より下の人には  

同意を取る必要がないと学び、親密な交際相手に対してデート DV という深刻な問題 

を与えてしまうことがあります。 

*LGBTQ とは、セクシャルマイノリティ全般を表す言葉 

レズビアン（女性同性愛者）ゲイ（男性同性愛者）バイセクシャル（両性愛者）トランスジェンダー

（心と体の性が一致していない方）クエスチョニング（自分の性がわからない方）とクィア（性的少

数者）それぞれの頭文字を取って用いられる。 

幼児期 小学校（低・中学年） 小学校（高学年） 

中学生 
高校生 

（口） 

タレントの SHELLYさんの言葉です。（NHK「あさイチ」R2年９月２３日性教育特集より抜粋） 

「例えば大人がくすぐったりするじゃないですか。こしょこしょってしてやめてって言われたら、絶対にやめ

ています。あなたの NOには力があるんだよって子どもに教えていますし絶対に２回は言わせない。やめてっ

て言っても大人はやめてくれないんだって思ったら、自分の NOには力がないんだと思わせてしまう。」 

子どもが嫌がっているのに、大人がふざけてくすぐり続けることは「相手を大切にする」「嫌がることはしない」 

という教育に反し、子どもから同意という感覚を奪うことになります。 

 


